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地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 
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厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」の一部訂正について 

 

 

 

下記の通知につきまして、別添のとおり一部訂正がありましたので、貴管下の保険医療

機関、審査支払機関等へ周知願います。 

 

 

記 

 

 

・「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」 

（令和３年 11月 24日付け保医発 1124第４号）（別添） 

 

 



（別添） 

 

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和３年 11月 24日付け保医発 1124第４号） 

正 誤 

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(６) コセンティクス皮下注 75mgシリンジ 

① 本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射

を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医

科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算

定できるものであること。 

② 本製剤については針付注入器一体型のキットである

ので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管

理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入

器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できない

ものであること。 

③ 本製剤は、既に薬価収載後１年以上を経過している

「コセンティクス皮下注150mgシリンジ及び同皮下注 

150mgペン」（以下「既収載品」という。）と有効成分

が同一であり、今般、既収載品において小児における用

法・用量が追加されたことに伴い、当該用法・用量に必

要となる製剤として承認された剤形追加医薬品である

ことから、掲示事項等告示第10第２号(一)に規定する新

医薬品に係る投薬期間制限（14日間を限度とする。）は

適用されないものであること。 

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(６) コセンティクス皮下注 75mgシリンジ 

① 本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射

を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医

科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算

定できるものであること。 

② 本製剤については針付注入器一体型のキットである

ので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管

理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入

器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できない

ものであること。 

（新設） 

（下線部分が訂正部分） 

 


